
１．趣旨 

 固定資産台帳の整備に要する経費 

資産の評価及びデータ登録に要する経費（更新管理に要する経費を除く） 

 専門家の招へい・職員研修に要する経費 

財務書類等の作成に必要なコンサルティング等に要する経費 

※１ 地方公会計の統一的な基準の導入に係るものに限る。 

※２ 一部事務組合等については、固定資産台帳の整備に要する経費に資産の棚卸しに要する経費も含む。 
（都道府県及び市町村については、既に普通交付税の包括算定経費（平成20～24年度）において措置済み） 

※３ 地方公会計システムの導入・改修に要する経費については、平成27年度以降の対象経費とすることを検討。 

３．対象経費 

統一的な基準による地方公会計整備に係る特別交付税措置 

２．対象期間 

平成26年度から平成29年度まで（4年間） 

平成29年度までに統一的な基準による地方公会計を整備してもらうため、総務大臣通知（平
成26年5月23日付け）において、固定資産台帳の整備等を地方公共団体に要請しているところ
であるが、特別交付税措置を講じることで地方公共団体の経費負担を軽減し、統一的な基準に
よる地方公会計の整備促進を図る。 
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